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（添付書類：手帳・認定書など障害の程度がわかるもの（コピー可））

【各種給付金・助成金の課税関係（参考）】

※年少扶養親族の所得控除はありませんが,住民税の非課税を判定する際の扶養人数には含まれます。
扶養親族が国外居住者である場合は，親族関係書類及び送金関係書類を添付してください。
また,これらの書類が日本語以外で作成されている場合には,日本語訳も添付してください。
なお,年齢30歳以上70歳未満の国外居住者については,⑴留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者,
⑵障害者,⑶扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払
いを38万円以上受けている者のいずれにも該当しない場合は,扶養控除等の適用から除外されます。
※扶養親族の方が障害者に該当する場合は,障害者控除が適用されます。
控除額=普通障害　26万円　特別障害　30万円　同居特別障害　53万円
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